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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１０月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成３０年１１月４日 １６時３０分ごろ 

発生場所 北海道紋別市紋別港南東方沖 

 紋別灯台から真方位１２２°５.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°１８.２′ 東経１４３°２７.７′） 

事故の概要  旅客船F O X
フォックス

 FIVE
ファイブ

は、西進中、定置網に進入し、手網を張るロープ

を切損した。 

事故調査の経過  平成３０年１１月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

旅客船 FOX FIVE、１９トン 

 ２５０－２６６３８北海道、有限会社フォックス 

 １１.９９ｍ（Lr）×４.５１ｍ×２.５３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、合計１,０２９kＷ、平成４年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年４月１２日 

  免許証交付日 平成２６年３月１９日 

         （平成３１年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 手網を張るロープの切損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ５、視程 約１０km 

海象：波高 約２ｍ 

日没時刻：１６時１３分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、船首約１.２ｍ、船尾約１.８ｍの

喫水で、平成３０年１１月４日１１時４０分ごろ上架する目的で紋別

港に向けて北海道斜里町ウトロ漁港を出港した。 

本船は、北海道網走湾北方沖を西進し、１３時３３分ごろ能
の

取
とろ

岬灯

台から０００°（真方位、以下同じ。）３.０Ｍ付近で、紋別港北方沖

に向けて針路を約２９０°に定めて約１６ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で航行していたところ、北海道サロマ湖北方沖を
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過ぎたあたりから北方からの風と波が強くなり、操船していたフライ

ングブリッジに波しぶきを大量に受けるようになった。 

船長は、波に対してより角度を持って航行したら受ける波しぶきを

減らすことができると思い、１５時０３分ごろ紋別灯台から１０２°

１５.９Ｍ付近で針路を西に転じて陸岸に寄る針路とし、約８kn に減

速してリモコンによる手動操舵により航行した。 

船長は、波しぶきが幾分収まったものの、波しぶきを避けることに

意識を向けながら目視のみで航行していたところ、１６時３０分ご

ろ、右舷前方及び左舷前方に浮子を至近に認め、回避しようと主機を

中立運転として左舵を取ったものの、紋別港南東方沖の定置網（以下

「本件定置網」という。）に進入し、手網を張るロープを左舷側のプ

ロペラに巻き込んだ。 

船長は、１６時３５分ごろ海上保安庁に救助を要請し、地元漁業協

同組合所属船により救助された。 

本船は、５日０８時３０分ごろ地元漁業協同組合所属船により定置

網から離脱してえい
．．

航され、０９時３０分ごろ紋別港に入港着岸し

た。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ 本船の状況（船首方より）、写

真２ 船長の操船状況 参照） 

 その他の事項 本船のＧＰＳプロッターは、定置網のデータが入っていなかった。 

船長は、本船の主機を換装した際、ふだん操船に使用していない操

舵室には主機遠隔操縦装置を整備せず、操舵室の操縦機能をフライン

グブリッジに移して操船を行っていた。 

船長は、針路を西に転じた後、針路を北方に向けたり西北西方に向

けたりして、波しぶきを避ける針路を模索しながら航行し、北方に向

けたときに船首が波に突っ込み、結果的に、風波を右正横から受ける

針路で比較的穏やかに航行できたので、同針路を選択して航行を続け

た。 

船長は、波が高く、０.７５Ｍレンジとしたレーダーに海面反射し

か映っていなかったので、レーダーをほとんど見ていなかった。 

船長は、過去に紋別港南東方沖を１０回程度航行していたので、当

該海域に定置網があり、針路を西に転じた際、本件定置網に接近する

ことが分かっていた。 

船長は、本事故時、既に周囲が薄暗くなっていたので、日没前に紋

別港に入港できるような航海計画を立てるべきであったと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、紋別港南東方沖を西進中、増勢した北方からの風と波を右
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舷側に受ける状況下、船長が、大量の波しぶきを避けようとして針路

を西に転じ、波しぶきを避けることに意識を向けていて、本件定置網

に向かっていることに気付かずに航行を続けたことから、本件定置網

の浮子を至近に認めて主機を中立運転とし、左舵を取って避けようと

したものの、本件定置網に進入して手網を張るロープを左舷側のプロ

ペラに巻き込み、本件定置網が損傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、日没後の薄明時、本船が、紋別港南東方沖を西進中、増

勢した北方からの風と波を右舷側に受ける状況下、船長が、大量の波

しぶきを避けようと針路を西に転じ、波しぶきを避けることに意識を

向けていて、本件定置網に向かっていることに気付かずに航行を続け

たため、本件定置網に進入して手網を張るロープを左舷側のプロペラ

に巻き込んだことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・陸岸付近を航行する場合には、レーダーや目視により周囲の見張

りを十分に行うこと。 

・ふだん航行しない海域を通航する際には、事前に定置網の設置状

況を確認しておくこと。 

・回航計画は、できる限り日没前に目的地に入港できる予定とする

こと。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ 本船の状況（船首方より） 

 

本船 
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写真２ 船長の操船状況 

 

          窓がないフライングブリッジ 

 


